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当社株式の上場廃止に関するお知らせ 

 
 当社は、本日、東京証券取引所より、平成 22 年１月 18 日付をもって当社株式を整理銘柄に割

当て、１ヶ月後の平成 22 年２月 19 日付で上場廃止となる旨の通知を下記のとおり受領いたしま

したので、お知らせいたします。 
 

記 
 
上場廃止及び整理銘柄指定 
 
（１）銘柄  ： ユニオンホールディングス株式会社 株式 
     （コード：７７３６、市場区分：市場第二部） 
（２）整理銘柄指定期間 ： 平成 22 年１月 18 日（月）から平成 22 年２月 18 日（木）まで 
（３）上場廃止日  ： 平成 22 年２月 19 日（金） 
     （注）速やかに上場廃止すべき事情が発生した場合は、上記整理 
        銘柄指定期間及び上場廃止日を変更することがあります。 
（４）上場廃止理由 ： 有価証券上場規程第 601 条第１項第 20 号（公益又は投資者保護 
     のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合）に 
     該当すると認めたため。 
 
（注） ユニオンホールディングス株式会社が、同社元代表取締役社長とともに、金融商品取引 
   法違反（偽計）の嫌疑で証券取引等監視委員会により告発され、大阪地方検察庁により起 
   訴されました。 
    同社元代表取締役社長は、同社が平成 20 年２月１日に公表した第三者割当増資に際し 
   て、割当先の一部が実体のない法人であって、割り当てられた払込金を拠出する資金力が 
   無いにもかかわらず、払込金全額が拠出される旨の虚偽の事実を公表し、更にその後の払 
   込みに際して、新株式にかかる払込金総額約 500 百万円のうち約 205 百万円は架空の払込 
   みであったにもかかわらず、全額の払込みが完了し資本増強が行われた旨の虚偽の事実を 
   公表し、もって有価証券の売買のため、及び有価証券の相場の変動を図る目的をもって、 
   偽計を用いたとされています。 
    同社において、第三者割当の払込みに際して架空の払込みであるにもかかわらずこれを 
   秘し会社をして虚偽の公表を行ったことは、第三者割当増資の実施に際して会社の基礎と 



   なる資本を現実のものとするうえで適切な行動がなされておらず、投資者の投資判断にと 
   って重要な情報を故意に偽った点で極めて悪質といえます。 
    これらの行為は、上場会社としての適格性を強く疑わざるを得ず、自社株式について投 
   資者に対する重大な背信行為を行ったものと認められます。 
    こうした状況は、投資者の金融商品市場に対する信頼を著しく毀損するものであると 
   認められます。 

 
以 上 


